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■立地適正化計画とは 

都市再生特別措置法の改正（平成 26年 8月）に伴い、市町村が作成できるようになった計画であり、将

来の都市の課題を見据え、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、医療・福祉施設など

の都市機能増進施設の立地の適正化を図るためのものです。 

立地適正化計画は、「都市計画マスタープラン」の高度化版として位置づけられています。 

 

■西宮市における立地適正化計画 

本市では、「西宮市立地適正化計画」（以降、本計画という。）を令和元年（2019 年）7 月に策定し、以来

誰もが暮らしやすいコンパクトな都市構造の維持や持続可能な都市経営に向けて推進しています。こうし

た中、令和 2 年（2020 年）に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画に防災指針を定めることが

求められることとなりました。また、本計画も策定から 5 年が経過したことから、計画の進捗評価を行う

とともに、近年の社会動向を踏まえた見直しを行うこととしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■目標年次 

計画の目標年次は、おおむね 20 年後の都市の姿を展望し、令和 22 年（2040 年）とします。 

 

■計画区域 

計画の区域は、都市再生特別措置法第 81 条第１項に基づき、都市計画区域（市全域）を対象とします。 

１．立地適正化計画について 

■新たな都市づくりの視点 

●持続可能な都市づくり 

・人口減少、少子高齢化の進行により、立地適

正化計画の推進など、コンパクト・プラス・

ネットワークの取組など持続可能な都市経

営に向けて推進 

●頻発・激甚化する災害へ備える都市づくり 

・都市インフラの整備・保全や避難警戒態勢の

充実など、ソフト・ハード両面において防災・

減災の取組を推進 

・防災と都市づくりの更なる連携に向けた取

組の推進 

●新たな時代に対応した都市づくり 

・先進的技術の活用により、快適性や利便性を

含めた新たな価値を創出する「スマートシテ

ィ」の取組を推進 

・ウォーカブルなまちづくりやコンパクトシ

ティなどに加えて「新たな日常」に対応した

都市空間の有効活用を推進 

立地適正化計画のイメージ 
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１）西宮市の現状 

  

■今後の人口展望 

本市の将来推計人口は、平成 27 年をピークに減

少しており、今後も減少することが予想されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢３区分の将来推計人口 

平成 27 年の国勢調査において、年少人口（14 歳

以下）の割合が減少し、高齢者人口（65 歳以上）の

割合が増加するなど、少子高齢化の傾向が徐々に表

れ始めており、令和 22 年には少子高齢化がさらに

進行し、本市における高齢化率は 36.5％と予測さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■都市構造 

本市は、三大都市圏に属する自治体の平均値と比べて、医療・福祉・商業など生活サービス施設から徒歩

圏内に居住している人の割合（徒歩圏人口カバー率）が高く、保育所の徒歩圏人口カバー率はやや低くなっ

ておりますが、保育所以外の子育て支援施設が多く立地しており、それらを含めた徒歩圏人口カバー率は

ほぼ 100％となります。 

  

 

２．西宮市の現状と課題 

0

20

40

60

80

三大都市圏平均値 神戸市 宝塚市 芦屋市 尼崎市 西宮市

医療施設の徒歩圏人口カバー率

基幹的公共交通路線の

徒歩圏人口カバー率
福祉施設の徒歩圏

人口カバー率

商業施設の徒歩圏

人口カバー率保育所の徒歩圏

人口カバー率 （0～4歳 ）

生活利便
交通・環境

483,712 

475,523 

465,333 

453,695 

482,641 
487,850 485,587 

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

470,000

480,000

490,000

500,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

国立社会保障・人口問題研究所 推計 国勢調査実績値

（人）

10.6 

10.7 

11.1 

11.7 

13.7 

14.1 

15.1 

52.9 

56.6 

59.4 

61.0 

61.9 

62.6 

65.5 

36.5 

32.7 

29.5 

27.3 

24.4 

23.3 

19.4 
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令和22年

令和17年

令和12年

令和7年

令和2年

平成27年

平成22年

～１４歳 １５～６４歳 ６５歳～

資料：平成 22 年、27 年、令和 2年は国勢調査 

令和 7年から令和 22 年は国立社会保障・人口問題研究所 

の将来推計人口（平成 30 年 3 月推計）に基づく 

資料：平成 22 年、27 年、令和 2年は国勢調査（年齢不詳除く）、

令和 7年から令和 22 年は国立社会保障・人口問題研究所 

の将来推計人口（平成 30 年 3 月推計）に基づく 
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２）地域・地区別の現状 

■本庁北西地区 
以下は、本庁北西地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

0     1     2km 

 N 

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

土砂災害警戒区域等 

※地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域について、

防止工事等の施工が完了している区域を除く 

5,691 5,632 5,535 5,150 4,631 4,283 4,037 

22,693 22,185 21,431 21,015 19,864 18,194 16,334 

6,982 8,448 8,344 8,629 
9,060 

9,725 
10,447 

716 4 706 

36,082 36,269 36,016 34,794 33,555 32,202 30,818 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

夙川駅 阪急神戸本線 

JR 東海道本線 

・最大浸水深3m未満の区
域が夙川沿いに存在 

洪水 

土砂 
・土砂災害特別警戒区域に
建物が立地 

・土砂災害警戒区域の一部
に緊急輸送道路が存在 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■本庁北東地区 
以下は、本庁北東地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

0                   0.5                   1km 

10,045 10,487 10,176 10,357 9,909 9,648 9,765 

44,926 45,599 44,679 48,513 48,912 48,000 46,140 

13,711 17,237 16,907 
19,001 20,452 22,754 25,470 1,040 319 1,905 

69,722 
73,642 73,667 

77,871 79,273 80,402 81,375 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

 N 

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

土砂災害警戒区域等 

高潮浸水想定区域（想定最大規模） 

※地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域について、

防止工事等の施工が完了している区域を除く 

・浸水深３m 未満の浸水

範囲が存在 

・浸水想定区域に建物が

広く分布 

高潮 

甲陽園駅 

洪水 
・最大浸水深３m未満の区

域に建物が立地 

・土砂災害特別警戒区域に建

物が立地 
・土砂災害警戒区域に建物が

立地 

土砂 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■本庁南西地区 
以下は、本庁南西地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

0           0.5            1km 

・最大浸水深 2.0m 未満

の区域に広く建物が

立地 

津波 

高潮 
・３m以上の浸水範囲が存在

ほとんどの範囲が高潮第

一発令エリア（国道 43 号

以南）に指定 

・浸水想定区域に建物が広

く分布 

・最大浸水深３m 未満の

区域が夙川、東川、洗戎

川の沿川に広がり、地

区大半を覆うおそれ 

・最大浸水深３m 未満の

区域に建物が立地 

・主な鉄道と交差する道路

にアンダーパスが存在 

洪水 

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

高潮浸水想定区域（想定最大規模） 

津波浸水想定区域 

 N 

西宮駅 

西宮駅 

香櫨園駅 

8,645 8,137 7,012 6,873 6,594 6,519 6,405 

35,035 35,188 34,141 37,301 36,711 35,048 32,623 

10,190 12,972 12,799 
14,568 16,098 18,242 20,831 

441 7 1,235 

54,311 56,304 55,187 
58,742 59,403 59,809 59,859 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

洗
戎
川 

夙
川 さくら夙川駅 

JR 神戸線 

阪神本線 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■本庁南東地区 
以下は、本庁南東地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

高潮浸水想定区域（想定最大規模） 

津波浸水想定区域 

 N 

0              0.5               1km 

・３m以上の浸水範囲が存在し、高潮

第一発令エリア（国道 43 号以南）に

指定 

・浸水想定区域に建物が広く分布 

高潮 

・最大浸水深 2.0m 未満の区域

に建物が広く立地 

津波 

洪水 
・最大浸水深３m未満の区域が津

門川沿いに広がり、ほぼ地区

全域を覆うおそれ（３m以上が

一部存在） 

・３m未満の区域に建物が立地 今津駅 

阪神国道駅 

久寿川駅 

甲子園駅 

4,636 4,796 4,820 4,658 4,096 3,673 3,501 

24,901 23,954 23,616 23,400 22,986 21,932 20,233 

7,475 9,057 9,430 9,503 9,815 10,407 
11,272 

294 16 1,107 

37,306 37,823 38,973 37,561 36,897 36,012 35,006 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

新川 

阪
急
今
津
線 

東川 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■鳴尾地区 
以下は、鳴尾地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

0       0.5     1km 

洪水 

・最大浸水深 2.0m 未満の区域

に広く建物が立地 

津波 

・３m以上の浸水範囲が存在し、

高潮第一発令エリア（国道 43

号以南）に指定 

・浸水想定区域に建物が広く分布 

高潮 

・比較的建物流出率の高い最大浸水深

2.0m 以上の区域が存在 

津波 

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

高潮浸水想定区域（想定最大規模） 

津波浸水想定区域 

N 

・最大浸水深３m 未満の区域が武庫川や新川沿

いに広がり、ほぼ地区全域を覆う恐れ 

・想定最大規模３m未満（一部３m以上）の区域

に建物が立地 

鳴尾・武庫川

女子大前駅 

武庫川駅

武庫川団地前駅

13,626 12,370 11,298 9,025 7,703 6,682 5,940 

64,136 
58,388 55,387 

51,518 46,627 41,039 34,801 

20,287 
25,290 

25,134 
27,074 

27,615 
28,208 

29,140 

1,232 
7 1,965 

99,281 96,055 93,784 
87,617 

81,945 
75,929 

69,881 

0

10,000
20,000

30,000
40,000

50,000
60,000

70,000
80,000
90,000

100,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

阪神本線

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■瓦木地区 
以下は、瓦木地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

高潮浸水想定区域（想定最大規模） 

 N 

西宮北口 

阪
急
今
津
線 

0                           0.5                           1km 

阪急神戸本線 

JR 東海道本線 

西宮北口駅

甲子園口駅

11,235 11,456 11,249 10,440 9,781 9,562 9,703 

49,045 48,513 47,846 50,017 49,608 47,731 44,757 

12,088 15,602 15,562 17,452 18,858 21,083 23,787 
947 1,911 

73,315 75,570 76,568 77,909 78,247 78,376 78,247 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

・浸水深３m以上の浸水範囲が存在 

・浸水想定区域に建物が分布 

高潮 

洪水 
・最大浸水深３m 未満の区域が
武庫川沿いに広がり、ほぼ地
区全域を覆うおそれ（３m以上
が一部存在） 

・最大浸水深３m 未満（一部３m
以上）の区域に建物が立地 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■甲東地区 
以下は、甲東地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

0       0.5      1km 

土砂 
・土砂災害特別警戒区域に建物が

立地 
・土砂災害警戒区域に建物が立地 

 N 

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

土砂災害警戒区域等 

※地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域について、

防止工事等の施工が完了している区域を除く 

甲東園駅

門戸厄神駅 

10,854 10,136 9,827 9,077 8,549 8,196 7,887 

43,423 43,061 41,404 42,861 40,996 38,008 34,521 

12,307 14,874 14,848 16,312 17,771 
19,896 

22,239 

388 1 2,509 

66,972 68,072 68,588 68,250 67,316 66,100 64,647 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

阪
急
今
津
線 

JR 山陽新幹線 

・最大浸水深３m 未満の区域が武庫川

沿いに広がり、ほぼ地区全域を覆う

おそれ（３m以上が一部存在） 

・最大浸水深３m未満（一部３m以上）

の区域に建物が立地 

洪水 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■塩瀬地区 
以下は、塩瀬地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

0     0.5    1km 

 N 

・土砂災害特別警戒区域に建物が

立地 
・土砂災害警戒区域内に緊急輸送

道路が存在 

土砂 

※地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域について、

防止工事等の施工が完了している区域を除く 

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

土砂災害警戒区域等 

生瀬駅 

西宮名塩駅

4,647 3,921 3,140 2,482 2,234 2,072 1,860 

17,493 
16,091 

15,111 14,445 12,914 11,045 9,074 

5,294 
6,881 

7,492 
7,893 

8,373 
8,929 

9,503 

105 
8 115 

27,539 26,901 25,858 24,820 
23,521 

22,046 
20,437 

0

10,000

20,000

30,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

・土砂災害警戒区域
に建物が立地 

土砂 

名塩川

Ｊ
Ｒ
福
知
山
駅 

武
庫
川 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 
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■山口地区 
以下は、山口地区における人口・日常生活サービス施設・災害ハザードに関する分析結果となります。 

 

人 口 日常生活サービス※ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※各施設からの徒歩圏に居住している人口の割合 

災害ハザード 

 

  

0      0.5     1km 

・最大浸水深３m 未満の区域

（一部３m以上）が船坂川の

一部及び有馬川沿いに存在 

・船坂川沿いの３m以上の区域

に建物が立地 

洪水 

・土砂災害特別警戒区域

に建物が立地 
・土砂災害警戒区域に建

物が立地 

土砂 

凡例 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

土砂災害警戒区域等 

 N 

※地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域について、
防止工事等の施工が完了している区域を除く 

西宮北 IC 

2,468 2,123 1,853 1,840 1,690 1,507 1,317 

11,458 
10,500 9,514 9,009 8,359 7,672 6,908 

4,065 
4,910 

5,291 5,295 5,316 
5,286 

5,214 

121 
288 

18,112 17,533 16,946 16,144 15,365 
14,465 

13,439 

0

10,000

20,000

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

（人）

〜15歳未満 15〜64歳 65歳以上 年齢「不詳」 合計

実績値 推計値

0%

25%

50%

75%

100%

有
馬
川 

船
坂
川 

公共交通 

（鉄道＋バス） 

商業施設 

（大規模小売店 

＋スーパー） 

市民集会施設 

医療施設 

（病院＋診療所） 

子育て支援施設 



12 
  

＜人口動向＞人口減少、少子高齢化を見据えた誰もが暮らしやすい魅力的な都市の構築 

○本市の人口は、平成 27年（2015 年）の 487,850 人をピークに、令和２年（2020 年） 

は 2,263 人減の 485,587 人と減少に転じています。また、今後も人口減少や少子高齢化

が進行する見通しとなっており、公共交通ネットワークの維持・充実や生活利便施設の

維持、居心地がよく歩きたくなる空間の創出など、誰もが暮らしやすい魅力的な都市づ

くりの推進が求められています。 

＜都市構造＞効率的な都市経営と地域の特性を活かした都市づくりの推進による持続可

能な都市を構築 

○本市の都市構造は、医療、福祉、商業の人口カバー率や利用圏平均人口密度が全国偏差

値を大きく上回り、生活サービス機能は、高水準で充足されていることから、引き続き公

共交通を活かしたコンパクト・プラス・ネットワークとしての都市構造を維持していく

ことが重要となります。 

○人口減少・少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増大、公共施設の老朽化への対策が見

込まれ、財政面において持続可能な都市経営に向けて、高齢者や子育て世代など誰もが

将来にわたって安心、快適な居住を維持できる持続可能な都市の構築が必要となります。 

＜災害＞災害リスクへの低減・回避による安全な居住環境の形成 

○本市においては、市街化区域内の広範囲において、水害（洪水、津波、高潮）、土砂災害、

地震などの自然災害リスクが存在することから、災害リスクを踏まえた都市づくりの推

進が求められています。 

○西宮市地域防災計画、西宮市国土強靭化地域計画等と連携を図りながら、総合的な防災

体制の充実を図り、災害リスクへの低減・回避により、安全な居住環境の形成を図るこ

とが必要です。 

＜新たな社会潮流＞新型コロナ危機を契機として生じた変化への対応 

〇都市政策の推進にあたっては、オープンスペースの今後のあり方などの方向性が示され、

国際競争力強化とともに、ウォーカブルなまちづくり、コンパクトシティ、スマートシテ

ィの推進などの「新たな日常」への対応が求められています。 

３）西宮市の課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

立地適正化計画により取り組むべき課題への対応 

〇北部地域においては、今後も人口減少が見込まれる中、引き続き生活利便性を確保するた

め、市内だけでなく隣接する神戸市、宝塚市などの生活サービス施設が多く立地する市外

の拠点への交通アクセスも含めた取組を推進する必要があります。 

〇南部地域においては、地区によっては、人口減少が見込まれるものの、一定の人口密度が

維持される見通しとなっており、引き続き高い生活利便性を維持するとともに、居住環境

の特性に応じた誘導を行っていく必要があります。 

 

取り組むべき都市の課題 
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Ⅰ．持続可能な都市の構築 
 

１．公共施設の集約・再編 

２．市街化区域外縁部における新たな居住地の拡大の抑制 

 

Ⅱ．人口減少・高齢化等の人口構造の変化への対応 

（コンパクトな都市構造への対応） 
 
１．鉄道駅等の拠点の維持、交通ネットワークの維持・強化 

２．拠点形成に必要な施設の維持・誘導 

３．既存ストックの有効活用 

４．良好な居住環境の保全 

 

Ⅲ．地域・地区ごとの課題への対応 
 

１．地域や地区の特性を活かしたまちづくり 

２．地域や地区の課題に対応した施策 

 

Ⅳ．激甚化する災害への対応 
 

１．災害に強い都市づくり 

２．防災・減災に向けたまちづくり 

 

Ⅴ．都市の魅力の更なる向上 
 

１．拠点となる都市空間の再生整備 

２．オープンスペースの整備等による 

ウォーカブルで魅力ある都市づくり 

３．文教・スポーツ拠点を活かした都市づくり 

 

 
 

１）都市づくりのターゲット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．立地の適正化に関する基本的な方針 

都市づくりの主要課題 
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２）都市空間形成の方針 

本市では、前章の都市構造分析等により明らかとなった都市づくり主要課題に対応するため、都市の活力

の維持や持続可能な都市経営に取り組むとともに、地域ごとの特性を活かしながら、人口密度、生活利便性

の確保や激甚化する災害への対応などに努め、魅力的な拠点の形成と交通ネットワークが充実したコンパク

トな都市づくりを推進します。 

本方針は、「西宮市都市計画マスタープラン」に基づき、今後の都市づくりの主要課題や方向性を踏まえ、

都市の軸や拠点等を示すものです。下の図は、都市軸や拠点等を空間的かつ概念的に示しています。 
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３）立地の適正化に関する基本的な方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

基本理念 

地域の魅力を活かした 

誰もが暮らしやすいコンパクトなまち 

１．持続可能でコンパクトな都市の形成 

・公共施設の集約化や再編を検討 

・市街地化区域の拡大はせずに、コンパクトなまちづくりを推進 

２．誰もが暮らしやすい都市空間の維持・誘導 

〇都市計画マスタープランに基づく拠点形成 

・「拠点集約型施設」の維持・誘導 

・日常生活に必要な身近な施設の維持・誘導 

〇文教・スポーツ施設を活かした都市づくり 

・大学の更新等と連携した都市計画制度の機動的な運用を検討 

・スポーツ・レクリエーション施設と連携した拠点の形成や、地域防災拠点としての機能充実 

〇「コンパクト・プラス・ネットワーク」に基づく交通機能の強化 

・地域内交通の充実による生活利便性の向上 

・交通結節機能と生活サービス機能をあわせ持つ魅力的な中心拠点の形成   

３．地域の特性を活かした市街地の維持・誘導 

・北部地域：持続可能な市街地環境の保全 

・南部地域：地区の特性を踏まえ、良好な市街地環境の確保 

４．安全な都市づくりの推進 

〇災害に強い都市づくりの推進 

・災害に強い市街地の形成のための土地利用の規制・誘導 

・広域幹線道路の整備や都市施設（道路、公園など）の改修等により、災害に強い市街地の形成 

〇防災・減災まちづくりの推進 

・津波避難ビル等の避難場所の確保や災害情報の周知広報の充実など防災・減災対策を推進 

・個別避難計画や地区防災計画の策定を推進、防災意識の向上や災害発生時の安全を確保 

５．魅力的なまちづくりの推進 

〇ウォーカブルな空間の形成 

・「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を創出 

・官民が連携し、民間空地等と公共空間を一体とした面的に多様なオープンスペースを創出 

基本的な方針 
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４）誘導区域の考え方 

 
■居住を誘導する区域の考え方 
 
「居住誘導区域」とは、人口減少の中にあっても、一定エリアにおいて人口密度を維持することに

より、生活サービス施設やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のこ

とです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
■都市機能を誘導する区域の考え方 
 
「都市機能誘導区域」とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し集約することに

より、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域のことです。 
都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき「誘導施設」を設定します。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

区 分 区域の位置づけ 

市
街
化
区
域 

居住誘導区域 

人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持する

ことにより、生活サービス施設等が持続的に確保されるよう、居住を

誘導すべき区域 

居住誘導区域外 
現状の市街地環境を保全しつつ、一定規模以上の新たな宅地開

発や住宅建築を誘導しない区域 

市街化調整区域 

（居住誘導区域外） 

市街化を抑制する区域 

原則、あらたな建築行為等ができません。 
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５）居住誘導区域の設定方針 

○居住誘導区域 

人口減少の中にあっても、一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービス施設やコミ

ュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住誘導区域の設定方針 

居住誘導区域の区分 土地利用方針 区域設定の考え方 人口密度の目安 

環境調和型居住区域 

（北部地域） 

農住共存地 低密度な人口を維持し、

緑豊かな居住環境を保全

する。 

40～60 人/ha 以上 

低層住宅地 

低層居住区域 

（南部地域山ろく部・丘陵部） 

低密度な人口を維持し、

ゆとりある居住環境を保全

する。 

60～80 人/ha 以上 

中低層住宅地 

中低層居住区域 

（南部地域内陸部・臨海部） 

中密度な人口を維持し、

安全で快適な居住環境を

形成する。 

80～100 人/ha 以上 

中高層住宅地 

都市型居住区域 

（南部地域内陸部・臨海部） 

高密度な人口を適切に誘

導し、安全で快適な居住

環境を形成する。 

100 人/ha 以上 
都市型住宅地 等 

※人口密度の目安は、都市計画運用指針の市街化区域内の住宅用地の基準を参考に設定 

・本市において、居住誘導区域は、都市核、地域核等の中心部に徒歩・自転車等を介して容易にアクセス

することのできる区域、及び鉄道駅、バス停の徒歩圏から構成される区域に設定します。 

・地域の人口構成、居住環境、生活サービス施設の立地状況等の市街地特性や今後の土地利用方針などを

踏まえて、居住誘導区域を４つの区域に分けて設定します。 

・産業に特化した区域や住宅開発の見込みが少ない区域等は、居住誘導区域に含まないものとします。 

・土砂災害のリスクが高い区域については、市街地の整備状況や防止工事の施工状況などを踏まえつつ、

居住誘導区域を設定します。 

・水害のリスクが高い地域の中には、都市基盤が整備された高密度な市街地も広く含まれていますが、災

害の危険性の高い区域においては、ソフト・ハードの両面で、災害リスクの低減に向けた対策を行うこ

とで、人口密度の適切な維持に努めます。 
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居住誘導区域の方針図 
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６）都市機能誘導区域・誘導施設の設定方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市機能誘導区域の設定方針 

区分 土地利用方針 
区域設定の 

考え方 
拠点の考え方 

都市拠点 

形成区域 

商業・業務地 

近隣型商業地 

等 

都市核等の中心から概ね半径

１km の範囲内の区域を基本 

都市核等の複合的な機能が集積したり、広

域的な商業機能をあわせもつような都市の

骨格となる拠点 

地域拠点 

形成区域 

近隣型商業地 

等 

地域核等の中心から概ね半径

800ｍの範囲内の区域を基本 

地域核等の主要な鉄道駅等を中心とする、

商業・医療・福祉等の日常生活の拠点 

※北部地域については、市外の拠点との連携も考慮しながら区域を設定します 

誘導施設の設定方針 

誘導区域の区分 施設機能の考え方 施設の分類 

都
市
機
能
誘
導
区
域 

都市拠点形成区域 

（南部地域） 
広域的な利用が見込まれる施設 

拠点集約型施設 

（誘導施設に設定） 地域拠点形成区域 

（北部地域、南部地域） 
地域拠点等において必要な施設 

居住誘導区域 身近な日常生活に必要な施設 

日常生活サービス施設 

（居住誘導区域内に適宜配置されるこ

とが望ましい施設） 

 

・鉄道駅に近い商業・業務などが集積した都市機能の充実した区域であり、周辺からも公共交通によ

るアクセスが便利な都市核、地域核等を中心とし、徒歩等で容易に移動できる範囲に区域を設定し

ます。 

・都市機能誘導区域については、複合的な都市機能が集積し、市民生活や都市活動の拠点となる都市

核等周辺を「都市拠点形成区域」、商業、医療・福祉等の日常生活の拠点となる地域核等周辺を「地

域拠点形成区域」とします。 

・「都市拠点形成区域」は、都市核の中心となる鉄道駅から概ね半径１ｋmを範囲内に設定します。「地

域拠点形成区域」は、地域核等の中心から概ね半径 800ｍの範囲内に設定します。 

・上記区域のほか、市街地の集積状況や公共交通（鉄道・バス路線）の整備状況等を勘案して区域設定

を検討します。。 

 

都市サービスを提供する医療、福祉、商業施設は、利用人口により機能や規模が変わります。高規格な

機能・規模を有し、全市的に利用者が集まる拠点施設や、地区における拠点となる施設を「拠点集約型

施設」、市内各所での身近な日常生活を支えるサービスを提供する施設を「日常生活サービス施設」と

して、都市機能誘導区域の区分にそれぞれの誘導施設の設定方針を示します。 
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